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System Answer G3 ライセンス使用約款 

System Answer G3 製品をご利用の前に下記の「ライセンス使用約款」（以下「本約款」という）を必ずお読みください。 

ご利用を開始された場合には、本約款に同意されたものとさせていただきます。 

 

第 1 章 System Answer G3 / System Answer G3 Appliance
 

第1条 （使用権の許諾） 

本約款をお客様が遵守することを条件に、アイビーシーはお客様に対し、

System Answer G3 ソフトウェア（以下「対象ソフトウェア」という）に

関する非独占的使用権を許諾します。 

対象ソフトウェアに関する著作権および特許権等の一切の権利は、アイ

ビーシーに帰属します。 

 

第2条 （禁止事項） 

1. 対象ソフトウェアの変更、追加、削除その他の改変 

2. 逆アセンブラ、逆コンパイル等、ソフトウェアを解析のためのリバー

スエンジニアリング 

3. 有償無償に関わらず、アイビーシーの事前の了解なしに第三者に対し

て譲渡、再配布、使用許諾、レンタル、リース 

4. Virtual Appliance に対して、アイビーシーが指定する以外の設定及び

改造行為 

 

第3条 （ソフトウェアサポート） 

1. ソフトウェアバージョンアップ＆テンプレート追加サービス 

(1) バージョンアップが発生した際に、アイビーシーからバージョンアッ

プサービスの提供を受ける事ができます。 

(2) 新規テンプレートの個別追加については、「テンプレート追加サービ

ス」を購入いただいたお客様に対して、アイビーシーからその提供を

受ける事ができるものとします。テンプレートの追加時には、MIB フ

ァイルのご提供ならびに対象機材のお貸出しをお客様にご依頼させ

ていただきます。 

2. 技術サポート 

(1) 電話、E-Mail による対象ソフトウェアについての問合せ 

受付時間：9:00～12:00 および 13:00～17:00 

（土・日・祝祭日、年末年始、弊社が定める休日を除く） 

(2) サポート対象ソフトウェアバージョン 

最新バージョン及びマイナーバージョンの 2 世代前までがサポート

対象となります。 

（参考）Ver3.10-00 の場合マイナーバージョンは『10』 

(3) 24 時間 365 日サポート 

（24 時間 365 日サポートを購入されたお客様） 

（LOG オプション、QLA オプションおよび Stats オプションの技術

サポートについては、24 時間 365 日サポートの対象外となります） 

① 電話による対象ソフトウェアについての問合せ 

受付時間：平日 17:00～09:00、休日等 24 時間 

② 24 時間 365 日サポートの問合せ先は技術サポートとは異なる専用電

話回線とします。 

③ 製品マニュアル内での対応を基本とします。ただし内容により対応が

困難な場合は、必要情報の提供を依頼し、回答は翌営業日以降の対応

とします。 

④ ソフトウェアならびにアプライアンス機器の調査を要する場合は、技

術サポートの時間内での対応とします。 

⑤ 24 時間 365 日サポートはアイビーシーと委託契約を結んだ会社での

対応とします。 

 

第4条 （アイビーシーからの連絡） 

以下の各項に定める事項を目的とする場合、アイビーシーはお客様に直

接連絡することができるものとします。 

(1) お客様もしくは第三者から依頼された技術サポート対応 

(2) 製品満足度の調査 

(3) 製品の改善や新サービスの開発に役立てるための製品活用状況の把

握 

(4) 監視動作が停止することを防止するためのライセンス更新の確認 

(5) アイビーシーの製品やサービスの紹介のための電子メールや郵便に

よる資料の提供 

 

第5条 （責任の免除） 

以下の各項に定める事項はアイビーシーの責任の範囲外とし、アイビー

シーは何らの対応をとることも要しないものとします。 

(1) お客様もしくは第三者の故意、過失または不適切な使用に起因する対

象ソフトウェアの不具合 

(2) その時点での最新版で且つ改変が加えられていない対象ソフトウェ

アを使用していれば不具合が避けられたにもかかわらず、それ以外の

ものを使用したことに基づく不具合 

(3) 電気的ノイズ、ネットワークの障害、その他外的要因で生じた対象ソ

フトウェアの不具合 

(4) 天災地変等その他不可抗力に基づく対象ソフトウェアの不具合 

(5) 対象ソフトウェア以外のものの操作方法や技術的事項に関する質問

に対する回答、またはそれらに起因する不具合の切り分けと対処 

(6) 製品マニュアルに記載された使用方法以外の使用方法に起因する不

具合 

(7) 監視データの復元または修復 

(8) 対象ソフトウェアの稼働環境（サーバー環境やクラウド環境）のリソ

ース不足や使用制限等に起因する動作不良や不具合 

(9) その他、本約款に定めのない事項 

 

第6条 （契約期間） 

1. 第 1 条に定める使用許諾の有効期間は、対象ソフトウェアライセンス

に記載のとおりとします（但し、第 8 条（責任の制限）、第 19 条（秘

密保持）および第 20 条（合意管轄）は上記期間制限に服しないものと

します）。お客様はこれらの使用許諾期間途中での解約は行えないもの

とします。 

2. 契約の更新なくして契約期間を経過した場合、お客様が本約款の条項

の１つにでも違反した場合、およびお客様が以下のいずれかの事由に

該当する場合、アイビーシーは本約款を何らの催告なくして即時解除

することができるものとします。 

(1) 支払の停止があったとき、または仮差押、差押、競売、破産、民事再

生、会社更生、特別清算の申立てがあったとき 

(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき 

(4) 重大な過失または背信行為があったとき 

3. 本約款が解除された場合、お客様は、対象ソフトウェア、ドキュメン

トおよびそれらの一切の複製物を破棄し、コンピュータの記憶媒体上

から完全に消去するものとし、対象ソフトウェアの使用を継続しては

なりません。 

4. 本約款の解除に伴って対象ソフトウェアの全部または一部が利用不可

能となることによって、お客様および第三者が被った損害等について、

アイビーシーは一切責任を負いません。 

 

第7条 （第三者ソフトウェアの使用） 

対象ソフトウェアには第三者が権利を有するソフトウェアが使用されて

います。対象ソフトウェアに付属されるドキュメントを確認し、お客様

は各ソフトウェアに適用されるライセンス条件を遵守する責任を負いま

す。 

 

第8条 （責任の制限） 

対象ソフトウェアの利用に基づいてお客様に発生した一切の直接・間接

の損害および危険は、お客様のみが負うことをここに確認し、同意する

ものとします。 

 

第9条 （契約の自動更新） 

本契約は契約満了日の 60 日前までにお客様及び弊社から特段の意思表

示がない場合、本契約は満了予定日時点での契約条件のまま更に１年間

更新されるものとし、以降も同様とします。 

 

第 2 章 System Answer G3 LOG オプション 

（LOG オプションを購入されたお客様対象） 

 

第10条 （LOG オプション使用権の許諾） 

本約款をお客様が遵守することを条件に、アイビーシーはお客様に対し、

System Answer G3 LOG オプションに関する非独占的使用権を許諾しま

す。LOG オプションに関する著作権および特許権等の一切の権利は、開

発元に帰属します。 

お客様は事前の書面による承諾なく、次の事項に定めることを行っては

ならないものとします。 
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(1) バックアップ目的以外での複製 

(2) 第三者へのベンチマークテスト結果の開示 

 

第11条 （第三者ソフトウェアの使用） 

LOG オプションには、第三者が権利を有するソフトウェアが使用されて

います。LOG オプションを収めたメディア内を確認し、お客様は各ソフ

トウェアに適用されるライセンス条件を遵守する責任を負います。 

 

第 3 章 System Answer G3 Quality Analyzer オプション 
（QLA オプションを購入されたお客様対象） 

 

第12条 （QLA オプション使用権の許諾） 

本約款をお客様が遵守することを条件に、アイビーシーはお客様に対し、

System Answer G3 QLA オプションに関する非独占的使用権を許諾しま

す。QLA オプションに関する著作権および特許権等の一切の権利は、開

発元に帰属します。 

 

第13条 （保証の範囲） 

1. アイビーシーは、QLA オプションにおいて、プログラム・プロダクト

とマニュアルとの不一致（ただし、プログラム・プロダクトに関する

バグなどの不具合は除く）、または QLA オプションの記録媒体等に物

理的な欠損等があった旨お客様より通知していただいた場合、お客様

が QLA オプションをご購入いただいた日から 60 日間に限り、無償で

当該マニュアルとの不一致の修正もしくは修正情報の提供、または物

理的欠損と良品の交換を行うものとします。 

2. QLA オプションにつき、アイビーシーまたは開発元の責に帰すべき事

由によるマニュアルとの不一致または記録媒体等の物理的欠損に起因

してお客様に損害を与えた場合には、アイビーシー、開発元並びにお

客様によるその損害等についての協議のうえ、QLA オプションの代金

を限度として、アイビーシーまたは開発元は賠償責任を負うものとし

ます。ただし、アイビーシーまたは開発元の責に帰すことができない

事由から生じた損害、アイビーシーまたは開発元の予見の有無を問わ

ず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わ

ないものとします。なお、本項に基づき責任を負う期間は、前項と同

じとします。 

3. QLA オプションにつき、第三者から知的財産権を侵害するものである

として、お客様に対し何らかの訴え、異議、請求等（以下総称して「紛

争」という）がなされ、お客様からアイビーシーへの処理の要請とと

もに、権限の委任があった場合、アイビーシーまたは開発元は自己の

責任と負担において、お客様に代わって当該第三者との紛争を処理す

るものとします。その際、アイビーシーまたは開発元は、当該第三者

に対する損害賠償責任を含む紛争処理費用を負担するものとします。 

4. お客様が QLA オプションを他のソフトウェアと組み合わせて使用す

ることによりはじめて知的財産権侵害となった場合、またはお客様の

アイビーシーに対する指示に起因して紛争が生じた場合等、当該紛争

がお客様の責に帰すべき事由により生じたものである場合には、アイ

ビーシーまたは開発元は前項の責任を負担しないものとします。 

5. アイビーシーまたは開発元は、本条第 1 項から 3 項に基づき負担する

責任以外の、QLA オプションの使用または使用不能から生じるいかな

る損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害

を含みますが、これに限らないものとする）に関しても一切責任を負

いません。なお、アイビーシーまたは開発元が予見できる損害も同様

とします。 

6. お客様は、QLA オプションをライセンス証書に記載されている有効期

限まで使用することができます。なお、お客様は、ライセンス契約を

更新し、アイビーシーから発行する更新用のライセンスキーを入力す

ることによって、QLA オプションを継続して使用することができます。 

7. QLA オプションのプログラムアップデートのバージョンアップは、

QLA オプションが保存したデータを引き継ぐことはできません。機能

追加のレベルアップは、QLA オプションが保存したデータを引き継ぐ

ことはできます。 

 

第14条 （第三者ソフトウェアの使用） 

QLA オプションには、第三者が権利を有するソフトウェアが使用されて

います。QLA オプションを収めたメディア内を確認し、お客様は各ソフ

トウェアに適用されるライセンス条件を遵守する責任を負います。 

 

第 4 章 System Answer G3 Stats オプション 
（Stats オプションを購入されたお客様対象） 

 

第15条 （Stats オプション使用権の許諾） 

本約款をお客様が遵守することを条件に、アイビーシーはお客様に対し、

System Answer G3 Stats オプションに関する非独占的使用権を許諾しま

す。Stats オプションに関する著作権および特許権等の一切の権利は、開

発元に帰属します。 

お客様は事前の書面による承諾なく、次の事項に定めることを行っては

ならないものとします。 

(1) 本製品の改変もしくはリバースエンジニアリング等 

(2) 本製品の使用をお客様内部の業務以外で使用すること 

 

第16条 （保証の範囲） 

1. アイビーシーは、Stats オプションにおいて、瑕疵、または記録媒体等

に物理的な欠損等があった旨お客様より通知していただいた場合、お

客様が Stats オプションをご購入いただいた日から 60 日間に限り、無

償で修正もしくは修正情報の提供、または交換を行うものとします。 

2. Stats オプションにおいて、アイビーシーまたは販売元の責に帰すべき

事由によリお客様に損害を与えた場合には、アイビーシー、販売元並

びにお客様によるその損害等についての協議のうえ、Stats オプション

の代金を限度として、アイビーシーまたは販売元は賠償責任を負うも

のとします。ただし、アイビーシーまたは販売元の責に帰すことがで

きない事由から生じた損害、アイビーシーまたは販売元の予見の有無

を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任

を負わないものとします。なお、本項に基づき責任を負う期間は、前

項と同じとします。 

3. Stats オプションにつき、第三者から知的財産権を侵害するものである

として、お客様に対し何らかの訴え、異議、請求等（以下総称して「紛

争」という）がなされ、お客様からアイビーシーへの処理の要請とと

もに、権限の委任があった場合、アイビーシーまたは販売元は自己の

責任において、お客様に代わって当該第三者との紛争を防衛および訴

訟などを通じて解決にあたるものとします。 

4. お客様が Stats オプションを他のソフトウェアと組み合わせて使用す

ることによりはじめて知的財産権侵害となった場合、またはお客様の

アイビーシーに対する指示に起因して紛争が生じた場合等、当該紛争

がお客様の責に帰すべき事由により生じたものである場合には、アイ

ビーシーまたは販売元は前項の責任を負担しないものとします。 

5. アイビーシーまたは販売元は、本条第 1 項から 3 項に基づき負担する

責任以外の、Stats オプションの使用または使用不能から生じるいかな

る損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害

を含みますが、これに限らないものとする）に関しても一切責任を負

いません。なお、アイビーシーまたは販売元が予見できる損害も同様

とします。 

6. お客様は、Stats オプションをライセンス証書に記載されている有効期

限まで使用することができます。なお、お客様は、ライセンス契約を

更新し、アイビーシーから発行する更新用のライセンスキーを入力す

ることによって、Stats オプションを継続して使用することができます。 

 

第17条 （第三者ソフトウェアの使用） 

Stats オプションには、第三者が権利を有するソフトウェアが使用されて

います。Stats オプションを収めたメディア内を確認し、お客様は各ソフ

トウェアに適用されるライセンス条件を遵守する責任を負います。 

 

第 5 章 コンフィグ、ログアップロード 
 

第18条 （収集する情報及び情報の取扱い） 

1.本サービスにおいて提供するお客様サポートを目的として、お客様が

System Answer シリーズの使用により設定したコンフィグおよびロ

グを保存します。コンフィグ、ログをアイビーシーの指定するサーバ

ーへ送信します。 

2.アイビーシーは、アップロードされたコンフィグ、ログをお客様の了承

のもと内容を確認し、保守情報として利用します。 

3.アイビーシーは、本約款に明示される場合及び法令で要求される場合

を除き、一次情報を第三者に開示しません。 

 

第 6 章 一般条項 
 

第19条 （秘密保持） 

本約款の契約期間の如何を問わず、お客様は、対象ソフトおよびオプシ

ョンに関連してアイビーシーより開示を受けた業務上、営業上または技

術上の全ての情報について秘密を保持するものとし、アイビーシーの書

面による事前同意なしにこれらを第三者に開示、又は利用させてはなら

ないものとします。 

 

第20条 （合意管轄） 

本約款に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の

専属的管轄裁判所とします。 

 

附則 

本約款の改定は、2023 年 4 月 1 日から施行する。 


